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環創環評第 266 号 

平成 19 年９月 12 日  

 

方 法 意 見 書 

 

（仮称）みなとみらい 21 中央地区 42 街区開発計画環境影響評価方法書（以下「方法書」

という。）に関する横浜市環境影響評価条例第 12 条第１項に規定する環境保全の見地から

の意見は、次のとおりである。 

 

 

   横浜市長 中 田  宏     

 

 

第１ 対象事業 

 １ 事業者の名称及び所在地 

   名 称：ＭＭ４２開発特定目的会社 

   所在地：東京都千代田区神田神保町一丁目 11 番地さくら綜合事務所内 

 

 ２ 対象事業の名称及び種類 

   名 称：（仮称）みなとみらい 21 中央地区 42 街区開発計画（以下「本事業」という。） 

   種 類：高層建築物の建設（第１分類事業） 

 

 ３ 対象事業の実施区域 

   西区みなとみらい４丁目６番２（以下「計画地」という。） 

 

第２ 審査意見 

 １ 全般的事項 

本事業は、丸紅株式会社と三菱商事株式会社（以下「共同事業者」という。）が、

みなとみらい 21中央地区 42街区において、「みなとみらい 21街づくり基本協定」（以

下「基本協定」という。）の趣旨に沿って、高層建築物の業務施設と低層部に飲食店や

物販店が立ち並ぶ商業施設を建設することにより、グランモール沿いの活性化、人々

への憩いと賑わいの場の提供、みなとみらい 21 地区全体として調和のとれた都市景観
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を形成することを目的とするとしている。 

その後、本事業は、共同事業者が出資するＭＭ42 開発特定目的会社に引継がれてい

る。 

本計画は、みなとみらい 21 中央地区 42 街区に高層のオフィス棟とその低層部に商

業施設を建築するもので、建物高さを地区計画で定められている「高さの最高限度 

120ｍ」とすることでみなとみらい 21 地区全体としてスカイラインを調和させた計画

とするとしている。 

また、南東側のいちょう通（みなとみらい２号線）に面する部分は公開空地として

広場を整備することや、北西側の低層部に屋内歩行者空間（ガレリア）を整備するこ

とにより、横浜市市街地環境設計制度を活用し、容積率の割増を受ける計画としてい

る。 

その際、横浜市建築物環境配慮制度に基づき建築物が環境に与える負荷を低減する

ためのさまざまな環境配慮に取り組み、建築物総合環境性能評価システムにおいて環

境性能効率「Ａランク」以上の認証を目指している。 

本事業における建築計画は次のとおりである。 

建築計画 

 用途 業務施設・商業施設 

敷地面積 約  12,930 ㎡ 

延べ床面積 約 111,000 ㎡ 

 建築物高さ 約     120ｍ 

 階数 地下２階・地上 27 階 

 駐車場台数 450 台 

 

みなとみらい 21 中央地区は基本協定で街づくりの基本的な考え方が示されており、

計画地は、基本協定に定める「プロムナードゾーン」に位置している。プロムナード

ゾーンは、美術館を中心に文化施設が集まる地区、商業施設がモールに沿って並び、

背後に都心住宅＊が造られる地区、業務地区とされている。 

計画地の北東側は、主要歩行者ネットワークであるグランモール公園に接しており、

グランモール公園を挟み反対側の 39、40、41 街区には高さ約 100ｍの高層住宅が建

設されている。南東側には横浜美術館が、北西側には高さ 70ｍの商業施設があり、

南西側の 43 街区は現在空地となっているが、業務施設を中心とした高層の建築物が

建設される予定である。 

 みなとみらい 21 中央地区の都市計画法の地域・地区の指定状況は、全域が商業地域

となっており、地区計画で土地利用方針や建築物等の整備方針、地区施設の配置や建
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築物等の用途制限や敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度等が定められてい

る。 

 

環境影響評価の実施にあたっては、事業内容及び地域特性を考慮し、方法書に記載さ

れた事項に加え、以下に示す事項に留意する必要がある。 

２ 個別的事項 

(1) 事業計画 

ア 事業者は、資産の流動化に関する法律で規定される特定目的会社であることから

業務内容に制限があり、実質的な開発業務は出資者である丸紅株式会社と三菱商事

株式会社が委託契約に基づいて共同で行うとしている。この委託内容等について明

確にし、準備書に記載すること。 

イ 敷地内の広場や周辺部、低層部の屋上等を緑化する計画としているが、具体的な

植栽計画を準備書に記載すること。 

ウ 横浜市市街地環境設計制度を活用し、容積率の割増を受ける計画としているが、

その具体的な内容を準備書に記載すること。 

エ ヒートアイランド対策について、具体的な対策内容を準備書に記載すること。 

オ 給排気塔の設置位置、高さについては、周辺への大気汚染や騒音の影響を考慮し

て計画し、準備書に記載すること。 

カ 工事計画では、約２年半の工事期間を見込んでいるが、計画地は、グランモール

公園に面した歩行者の多い地区であることを考慮し、工事中の仮囲い等についても

周辺と調和したものとすること。 

(2) 環境影響評価項目 

ア 工事中 

(ｱ) 大気汚染 

大気汚染の現地調査の時期を春季と秋季としているが、大気環境を更に詳しく

把握するため冬季の調査についても検討すること。 

イ 存在・供用時 

(ｱ) 大気汚染 

大気汚染の現地調査の時期を春季と秋季としているが、大気環境を更に詳しく

把握するため冬季の調査についても検討すること。 

(ｲ) 風害 

周辺で計画されている建築物も含めて風環境を評価し、効果的な風害対策を検

討すること。 

(ｳ) 地域社会 
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ａ 交通量調査の調査地点は、交通の状況を確認した上で選定し、充分に交通需

要のある交差点では飽和交通流率の実測をすること。 

ｂ 交通量調査の結果を考慮して関係車両の走行ルートを設定すること。 

(ｴ) 景観 

a グランモール公園からの圧迫感の調査地点として、横浜美術館に隣接した歩

道付近を追加すること。 

b 横浜美術館やグランモール公園と計画地との景観の一体性についてフォト

モンタージュ等により検討し、準備書に記載すること。 

 

(3) 環境影響配慮項目 

ア 温室効果物質 

省エネルギー対策については、建築物の断熱性を高めることやエネルギーの効率

的な運用を図る管理システムの導入等、CO2 排出量を抑制する対策について準備書に

記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊都心住宅 

みなとみらい 21 街づくり基本協定（昭和 63 年 7 月）では、都心住宅について、都市

生活者の多様な生活像に応える特色のある住宅をめざすとともに、周辺の他の都心機能

の集積を阻害しないように、その配置等についてきめ細かく配慮するとしている。 

 


